
第５８号議案 

 

   東京都台東区高齢者住宅条例及び東京都台東区従前居住者

用住宅条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２９年１１月２４日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）の改正に

伴い、一部の使用者の収入申告義務を緩和する等のため提出しま

す。  

 



東京都台東区高齢者住宅条例及び東京都台東区従前居住者

用住宅条例の一部を改正する条例  

 

（東京都台東区高齢者住宅条例の一部改正）  

第１条 東京都台東区高齢者住宅条例（平成９年１２月台東区条

例第３９号）の一部を次のように改正する。  

  第１１条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。  

  第１２条第１項中「申告がない場合」の次に「（次条第１項た

だし書に規定する場合を除く。）」を加える。  

  第１３条第１項に次のただし書を加える。  

   ただし、使用者が省令第８条各号に掲げる者に該当する場

合において、収入を申告すること及び第３０条第１項の規定

による請求に応じることが困難な事情にあると区長が認める

ときは、この限りでない。  

第１３条第２項中「第８条」を「第７条」に改め、同条第３

項中「基づき」の次に「（同項ただし書に規定する場合にあって

は、省令第９条に規定する方法により）」を加える。  

（東京都台東区従前居住者用住宅条例の一部改正）  

第２条 東京都台東区従前居住者用住宅条例（平成２３年３月台

東区条例第１号）の一部を次のように改正する。  

  第１０条第１項中「第１５条第１項」を「第１６条第１項」

に改め、「申告がない場合」の次に「（同条ただし書に規定する

場合を除く。）」を加え、同条第３項中「第１５条第１項」を「第

１６条第１項」に改める。  

  第２１条に次のただし書を加える。  



   ただし、使用者が公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省

令第１９号。以下「省令」という。）第８条各号に掲げる者に

該当する場合において、収入を申告すること及び収入の申告

の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるとき

は、この限りでない。  

  第２２条第１項中「基づき」の次に「（前条ただし書に規定す

る場合にあっては、省令第９条に規定する方法により）」を加え

る。  

第２４条第２項中「第１５条第１項」を「第１６条第１項」

に改める。  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 


